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鹿児島市パー ト ナ ー シ ッ プ 宣誓制度

K A G O S H I M A  P A R T N E R S H I P +

1 . 　 パート ナ ー シ ッ プ 宣誓を 考えて いる 皆 様へ

鹿児島市では、「 人権教育・ 啓発基本計画」において、「 人権尊重社会の実現」を 目指しています。

同計画で は、性的少数者につ いても 人権課題の一つとして 掲げ、こ れまで 、人権教育・ 啓発に

関する 施策を 推進してきまし た 。

こ のよう な 中 、一 人 ひ と り の 人 権 や 多 様 性 が 尊 重さ れ 、誰も が 安 心し て 暮ら して い ける

鹿 児 島 市を 実 現 する た め 、性 的 少 数 者 の 方々の 生き づら さ を 解 消 する 取 組 の 一 環と して

「 鹿児島市パート ナーシッ プ 宣誓制度 ( KAGOSHIMA PARTNERSHIP+) 」を 始めます。

お 互いを 人生のパート ナーとして、日常生活において、相互に責任をもって協力し 合う こ と を

宣誓し た 一方又は双方が性的少数者のお 二人に、鹿児島市が宣誓書受領証等を 交付する

制度で す。

法律上の効力( 婚姻や親族関係の形成、相続、税金の控除等)を 生じさ せるも ので はありません

が、鹿児島市が、性的少数者の方々のパート ナーシッ プ を 尊重し 、日常生活の生き づら さ を

軽減しよう と 支援すること は、人権や多様性尊重の観点から 大きな意義があると 考えています。

また、制度への認知や理解が広がるこ と で 、鹿児島市の行政サービ スで 手続き が可能になる

も のや、民間事業者のサービ ス 、従業員への福利厚生面な ど に お い て 利用可能な 事例が

少しずつ増えていく ことも 期待さ れます。

鹿児島市で は、こ の制度導入で 当事者だけでなく 市民誰も が、多様性を 認め合い、いき いきと

暮ら すこ と のできる 人権尊重のまちづく り が一層推進さ れるよう 努めていきます。 

と は？
プ ラ ス
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2 . 　 宣 誓を する こ と がで き る 方

パート ナーシッ プ 宣誓を する には、以下( 1)から (5 ) の要件を すべて満たしている必要があり ます。

( 1 )  民法に規定する成年に達していること  ( 満20 歳以上で あること )

　    ※民法の改正により 、20 22年4月1日から は「 満18歳以上」となる予定です。

( 2 )  鹿児島市民で あること 、又は転入を 予定していること
　 　   ※転入予定 の場合、転入後14日以内に住民票の写し の提出が必要です。

( 3 )  配偶者( 事実上の婚姻関係にあるも のを 含む) がいないこと

　 　 ※戸籍抄本等こ れを 証明する書類が必要です。

( 4 )  宣誓する相手以外の方と パート ナーシッ プ の関係にな いこと

　 　 ※すでに宣誓者以外の方と パート ナーシッ プ を 行っている方や、同様の制度を  実施している他の自治体で 、

　 　 　   別 の方と パート ナーシッ プ 宣誓を 行っている方は 宣誓できません。

( 5 )  宣誓者同士が、近親者( 民法に規定する婚姻できない続柄)でないこと

　 　 ※宣誓をしよう と する者同士がパート ナーシッ プ に基づき養子縁組をしている、

　 　 　   又 は、していた場合は宣誓できます。

曽祖父母

祖父母

父母

配偶者

子

孫

ひ孫

配偶者

配偶者

配偶者

子

孫

ひ孫

曽祖父母

祖父母

父母

本人

おじ・ おば

兄弟・ 姉妹

おい・ めい

パート ナーシッ プ の宣誓を するこ と がで き な い関係の者（ 近親者）

パート ナーシッ プ を 形成している者同士が、鹿児島市長に対し 、

お 互いを 人生のパート ナーと して 、日常生活にお いて 相互に

責任をもって協力し 合う ことを誓う ことを いいます。
「 宣誓」と は？
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※宣誓を 希望する日の原則7日前( 土曜日・ 日曜日・ 祝日・ 年末年始を 除く )まで に、電話、

　 FAX又はメ ールで予約してく ださ い。

※宣誓できる時間:平日(年末年始除く )の午前8:30から 午後5時

※宣誓の日時は、予約状況等によりご 希望に添えない場合があります。

予約連絡先： 鹿児島市市民局人権政策部人権推進課

　 電話： 099-216―1232

　 受付時間： 平日の午前8時30分から 午後5時15分

　 FAX： 099-216-1207

　 Eメ ール： j in ken@ city.ka gosh im a . lg . j p

FAX又はEメ ール送信時の記載事項

　 ①宣誓希望日・ 時間帯(午前又は午後)の第3希望まで

　 　 (例:第1希望 令和4年1 月23日午後)

　 　 午前:午前8時30分~ 正午　 午後:午後1時~ 午後5時

　 ②宣誓さ れるお二人の氏名とフリ ガナ

　 　 ※通称名を 使用さ れる場合は、戸籍上の氏名

　 　 　 (外国籍の方は、住民票上(住民登録上の氏名)の氏名)も 併せてご記入く ださ い。

　 ③代表の方の日中の連絡先

　 ④宣誓時の個室対応希望の有無

予約の成立

　 予約は、宣誓日時等が確定し た旨を市から 回答し た時点で成立します。
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3 . 　 宣 誓手続き の流れ

①  宣 誓 する 日の予 約

※予約をし た日時に、宣誓に必要な書類をお持ちのう え、必ずお二人そろって、人権推進課

　 まで お越しく ださ い。

※市の職員の前で「 パート ナーシッ プ 宣誓書」、「 パート ナーシッ プ 宣誓にあたっての確認書」

　 に自書し 、ご提出いただきます。

※お持ち いただいた必要書類やご 提出いただいた確認書により 、宣誓者の要件や本人

　 確認を 行います。

※書類に不備や不足がある場合などは、宣誓日を延期さ せていただく こと があります。

②  パ ート ナ ーシ ッ プ 宣 誓

様式第３（その１）（第６条関係）  

mailto:jinken@city.kagoshima.lg.jp
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宣誓場所

　 鹿児島市役所市民局人権政策部人権推進課

　 所在地： 鹿児島市山下町１１－１  鹿児島市役所別館３ 階

　 ※希望により 個室をご用意いたします。

　 ※詳細は予約時にご案内いたします。

※要件を 満たしていること が確認できた場合、宣誓書の写し を 添えて、「 パート ナーシッ プ

　 宣誓書受領証」と「 パート ナーシッ プ 宣誓書受領カ ード 」（ 以下「 受領証等」と いう 。）を

　 交付します。

※受領証等は、複数のデザインから 選べます（ 組み合わせも 自由です）。

※書類等の不備がなければ、原則として即日交付いたしますが、発行手続きのため１ 時間

　 程度お時間をいただきます。

※書類に不備や不足があった場合、交付を 延期すること があります。

③  パート ナ ーシ ッ プ 宣 誓 書 受 領 証 等 の交 付

3 . 　 宣 誓 手続き の流れ
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様式第１（第４条関係）                           （表面） 

 

パートナーシップ宣誓書 

 

 

鹿児島市長 

 

私たちは、鹿児島市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱に基づき、お互いをその人

生のパートナーとすることを宣誓します。 

    年  月  日 

 

宣誓者                   宣誓者 

 

氏名                     氏名                   

（生年月日：    年   月   日） （生年月日：    年   月   日）   

     

（通称名                ） （通称名                ） 

 

住所                       住所                      

 

電話番号                                電話番号                              

   

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ                                 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ                                 

 

（代書者）                 （代書者） 

 氏名                    氏名                  

 

住所                    住所                  

 

注 宣誓者の欄は自書してください。やむを得ない場合は代書が可能ですが、代書者の欄に代

書者の氏名及び住所をご記入ください。 

 

 鹿児島市使用欄（ここは記載しないでください） 

  氏名                                    氏名                               

  （個人番号カード・旅券・免許証・その他）        （個人番号カード・旅券・免許証・その他） 

 

パート ナ ー シ ッ プ 宣誓 書（ Ａ ４ サイ ズ ）  - 表 面

※人権推進課に準備しています。　 　 ※ホームページからもダウンロード できます。

3 . 　 宣 誓 手続き の流れ
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3 . 　 宣 誓 手続き の流れ

様式第１（第４条関係）                          （裏面） 

 

パートナーシップ宣誓にあたっての確認書 

 

私たちは鹿児島市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱に基づく「パートナーシップの

宣誓」（以下「宣誓」という。）に先立ち、以下の内容を確認したうえで、宣誓を行います。 

また、以下の内容が事実と異なることが判明した場合は、受領証等を市に返還します。 

 

 

氏名                   氏名                

 

 

（通称名）                （通称名）                

 

要綱の規定 確認事項（確認欄に「✔」をつけてください） 確認欄 

第２条第１号 

互いを人生のパートナーとして、日常生活において、相互に責

任をもって協力し合うことを約束した一方又は双方が性的少数

者（性的指向が異性愛のみではない者又は性自認が出生時に割り

当てられた性別と異なる者をいう。）である２人の者の関係であ

ること。 

 □ 

第３条第１号 双方が成年に達している。 □ 

第３条第２号 

（右記のいずれかに

該当すること。） 

１ 双方が本市に住所を有している。 □ 

２ 一方が本市に住所を有し、かつ、他の一方が本市へ宣誓の日

から原則として１４日以内に転入を予定していること。 

（転入予定日：   年   月   日） 

□ 

３ 双方が本市へ宣誓の日から原則として１４日以内に転入を

予定していること。 

（転入予定日：   年   月   日） 

□ 

第３条第３号 

双方に配偶者（事実上の婚姻関係にある者を含む。）がいない

こと及び宣誓をしようとする相手以外の者とパートナーシップ

がないこと。 

□ 

第３条第４号 

双方が近親者（直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族

をいう。）でないこと。 

（パートナーシップにある方が養子縁組した場合を除く。） 

□ 

注 転入予定の場合は、転入後１４日以内に、本市住所が記載された住民票の写しを人権推進

課に提出してください。 

パート ナ ー シ ッ プ 宣誓 書（ Ａ ４ サイ ズ ）  - 裏 面
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パート ナ ー シ ッ プ 宣誓 書受 領証 （ Ａ ４ サイ ズ ）

デ ザイ ン １ （ 表 面） デ ザイ ン ２ （ 表面）

デ ザイ ン ３ （ 表 面） 裏面（ 共 通）

様

（ 　 　 　 　 年　 　 月　 　 日生）

様

（ 　 　 　 　 年　 　 月　 　 日生）

第　 　 　 号

様式第2（ その2）（ 第6条関係）　

鹿児島市長　

　 　 　 年　 　 月　 　 日

パート ナーシップ宣誓書受領証

　 ここにお二人が、鹿児島市パート ナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱の規定に

基づき、パート ナーシップの宣誓をされたことを証します。

　 お二人が本日、宣誓されたことを心から祝福するとともに、末永くお幸せに暮らせる

ことを願います。

様

（ 　 　 　 　 年　 　 月　 　 日生）

様

（ 　 　 　 　 年　 　 月　 　 日生）

第　 　 　 号

様式第2（ その3）（ 第6条関係）

鹿児島市長　

　 　 　 年 　 　 月　 　 日

パート ナーシップ宣誓書受領証

　 ここにお二人が、鹿児島市パート ナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱の規定に

基づき、パート ナーシップの宣誓をされたことを証します。

　 お二人が本日、宣誓されたことを心から祝福するとともに、末永くお幸せに暮らせる

ことを願います。

様式第２（その１）(第６条関係)                     （裏面） 

 

 

この宣誓書受領証の提示を受けた方へ 

 

この受領証は、法律上の効果が生じるものではありませんが、お二人がお互い

を人生のパートナーとして、日常生活において、相互に責任をもって協力し合う

ことを宣誓されたことを証することにより、お二人がいきいきと輝き、活躍され

ることを期待しています。 

 本受領証の提示を受けた時は、上記の趣旨をご理解いただきますとともに、個

人情報の取扱いには、十分なご配慮をお願いします。 

 

 

〇通称名を使用している場合 

 以下に戸籍上の氏名を記載します。 

宣誓者名   

戸籍上の氏名 

（通称名を使用の場合） 
  

 

様式第２（その１）(第６条関係)                      （表面） 

 

第    号 

 

 

パートナーシップ宣誓書受領証 

 

 

 

 

 

               様                   様 

 

（     年   月   日生）   （     年   月   日生） 

 

 

 

ここにお二人が、鹿児島市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱の規定に

基づき、パートナーシップの宣誓をされたことを証します。 

お二人が本日、宣誓されたことを心から祝福するとともに、末永くお幸せに暮ら

せることを願います。 

 

    年  月  日 

 

 

鹿児島市長        印 

 

 

※３ 種類から 選べます

3 . 　 宣 誓 手続き の流れ
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パート ナ ー シ ッ プ 宣誓 書受 領カ ード （ 運 転免 許証サイ ズ ）

デ ザイ ン １ （ 表 面） デ ザイ ン １ （ 裏面）

デ ザイ ン ２ （ 表 面） デ ザイ ン ２ （ 裏面）

デ ザイ ン ３ （ 表 面） デ ザイ ン ３ （ 裏面）

※３ 種類から 選べます

      (表面) 

 

 第   号 

          パートナーシップ宣誓書受領カード 

      

     鹿児島市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱の規定に基づき、 

     パートナーシップの宣誓をされたことを証します。 

 

     本人             パートナー 

      氏名             氏名             

       

      （   年  月  日生）  （   年  月  日生） 

 

                 年   月   日 

                 鹿児島市長          印 

 

 

      (裏面) 

 

       

      このカードは、法律上の効果が生じるものではありませんが、お二人がお互い 

を人生のパートナーとして、日常生活において、相互に責任をもって協力し合う 

      ことを宣誓されたことを証することにより、お二人がいきいきと輝き、活躍され 

      ることを期待しています。 

       本カードの提示を受けた時は、上記の趣旨をご理解いただきますとともに、個 

人情報の取扱いには、十分なご配慮をお願いします。 

 

 

 

 

       戸籍上の氏名（通称名を使用の場合） 

       本人             パートナー 

        氏名             氏名            

 

 

 

備考 

寸法は、縦５４ミリメートル、横８５ミリメートルとする。 

様式第３（その２）（第６条関係）  

 

      (表面) 

 

 第   号 

          パートナーシップ宣誓書受領カード 

      

     鹿児島市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱の規定に基づき、 

     パートナーシップの宣誓をされたことを証します。 

 

     本人             パートナー 

      氏名             氏名             

       

      （   年  月  日生）  （   年  月  日生） 
 

                 年   月   日 

                 鹿児島市長          印 

 

 

      (裏面) 

 

       

      このカードは、法律上の効果が生じるものではありませんが、お二人がお互い 

を人生のパートナーとして、日常生活において、相互に責任をもって協力し合う 

      ことを宣誓されたことを証することにより、お二人がいきいきと輝き、活躍され 

      ることを期待しています。 

       本カードの提示を受けた時は、上記の趣旨をご理解いただきますとともに、個 

人情報の取扱いには、十分なご配慮をお願いします。 

 

 

 

 

       戸籍上の氏名（通称名を使用の場合） 

       本人             パートナー 

        氏名             氏名            

 

 

 

備考 

寸法は、縦５４ミリメートル、横８５ミリメートルとする。 

第   号 

パートナーシップ宣誓書受領カード 

鹿児島市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱の規定に基づき、

パートナーシップの宣誓をされたことを証します。 

  

本人氏名 パートナー氏名 

（   年  月  日生） （   年  月  日生） 

  年  月  日 

鹿児島市長 
印 

このカードは、法律上の効果が生じるものではあり

ませんが、お二人がお互いを人生のパートナーとし

て、日常生活において、相互に責任をもって協力し合

うことを宣誓されたことを証することにより、お二人

がいきいきと輝き、活躍されることを期待していま

す。 

本カードの提示を受けた時は、上記の趣旨をご理解

いただきますとともに、個人情報の取扱いには、十分

なご配慮をお願いします。 

戸籍上の氏名（通称名を使用の場合） 

本人氏名 パートナー氏名 

様式第３（その２）（第６条関係）  

 

      (表面) 

 

 第   号 

          パートナーシップ宣誓書受領カード 

      

     鹿児島市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱の規定に基づき、 

     パートナーシップの宣誓をされたことを証します。 

 

     本人             パートナー 

      氏名             氏名             

       

      （   年  月  日生）  （   年  月  日生） 
 

                 年   月   日 

                 鹿児島市長          印 

 

 

      (裏面) 

 

       

      このカードは、法律上の効果が生じるものではありませんが、お二人がお互い 

を人生のパートナーとして、日常生活において、相互に責任をもって協力し合う 

      ことを宣誓されたことを証することにより、お二人がいきいきと輝き、活躍され 

      ることを期待しています。 

       本カードの提示を受けた時は、上記の趣旨をご理解いただきますとともに、個 

人情報の取扱いには、十分なご配慮をお願いします。 

 

 

 

 

       戸籍上の氏名（通称名を使用の場合） 

       本人             パートナー 

        氏名             氏名            

 

 

 

備考 

寸法は、縦５４ミリメートル、横８５ミリメートルとする。 

第   号 

パートナーシップ宣誓書受領カード 

鹿児島市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱の規定に基づき、

パートナーシップの宣誓をされたことを証します。 

  

本人氏名 パートナー氏名 

（   年  月  日生） （   年  月  日生） 

  年  月  日 

鹿児島市長 
印 

このカードは、法律上の効果が生じるものではあり

ませんが、お二人がお互いを人生のパートナーとし

て、日常生活において、相互に責任をもって協力し合

うことを宣誓されたことを証することにより、お二人

がいきいきと輝き、活躍されることを期待していま

す。 

本カードの提示を受けた時は、上記の趣旨をご理解

いただきますとともに、個人情報の取扱いには、十分

なご配慮をお願いします。 

戸籍上の氏名（通称名を使用の場合） 

本人氏名 パートナー氏名 

様式第３（その３）（第６条関係）  

 

      (表面)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (裏面)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第   号 

パートナーシップ宣誓書受領カード 
鹿児島市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱の規定に基づき、

パートナーシップの宣誓をされたことを証します。 

本人 

氏名 

（   年  月  日生） （   年  月  日生） 

印 
鹿児島市長 

このカードは、法律上の効果が生じるものではあり

ませんが、お二人がお互いを人生のパートナーとし

て、日常生活において、相互に責任をもって協力し合

うことを宣誓されたことを証することにより、お二人

がいきいきと輝き、活躍されることを期待していま

す。 

本カードの提示を受けた時は、上記の趣旨をご理解

いただきますとともに、個人情報の取扱いには、十分

なご配慮をお願いします。 

パートナー 

氏名 

  年  月  日 

様式第３（その３）（第６条関係）  

 

      (表面)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (裏面)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

寸法は、縦５４ミリメートル、横８５ミリメートルとする。 

 

第   号 

パートナーシップ宣誓書受領カード 
鹿児島市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱の規定に基づき、

パートナーシップの宣誓をされたことを証します。 

本人 

氏名 

パートナー 

氏名 

（   年  月  日生） （   年  月  日生） 

印 
鹿児島市長 

このカードは、法律上の効果が生じるものではあり

ませんが、お二人がお互いを人生のパートナーとし

て、日常生活において、相互に責任をもって協力し合

うことを宣誓されたことを証することにより、お二人

がいきいきと輝き、活躍されることを期待していま

す。 

本カードの提示を受けた時は、上記の趣旨をご理解

いただきますとともに、個人情報の取扱いには、十分

なご配慮をお願いします。 

戸籍上の氏名（通称名を使用の場合） 

本人 

氏名 

パートナー 

氏名 

  年  月  日 

様式第３（その１）（第６条関係）  

 

      (表面) 

 

 第   号 

          パートナーシップ宣誓書受領カード 

      

     鹿児島市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱の規定に基づき、 

     パートナーシップの宣誓をされたことを証します。 

 

     本人             パートナー 

      氏名             氏名             

       

      （   年  月  日生）  （   年  月  日生） 

 

                 年   月   日 

                 鹿児島市長          印 

 

 

      (裏面) 

 

       

      このカードは、法律上の効果が生じるものではありませんが、お二人がお互い 

を人生のパートナーとして、日常生活において、相互に責任をもって協力し合う 

      ことを宣誓されたことを証することにより、お二人がいきいきと輝き、活躍され 

      ることを期待しています。 

       本カードの提示を受けた時は、上記の趣旨をご理解いただきますとともに、個 

人情報の取扱いには、十分なご配慮をお願いします。 

 

 

 

 

       戸籍上の氏名（通称名を使用の場合） 

       本人             パートナー 

        氏名             氏名            

 

 

 

備考 

寸法は、縦５４ミリメートル、横８５ミリメートルとする。 

3 . 　 宣 誓 手続き の流れ
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4 . 　 宣 誓に 必 要な 書類

※人権推進課に準備しています。

※ホームページからもダウンロード できます。

※宣誓さ れる日に市職員の面前で記入していただきます。

※自書できない場合は、代筆も 可能で す。

①  パート ナ ーシ ッ プ 宣 誓 書 （ 様 式 第１ ）

住民票の写し

※１ 人１ 通の提出を お願いします

※宣誓を するお二人が同一世帯になっている場合は、

　 お二人が記載さ れたも の１ 通で構いません。

※宣誓日以前３ か月以内に発行さ れたも のに限ります。

※本籍、世帯主の氏名及び続柄、住民票コ ード 、個人番号（ マイナンバー）の

　 記載は省略し たも のを お持ちく ださ い。

※住民票コ ード やマイナンバーが記載さ れた住民票の写し は関係法令上、

　 受け取れません。

② 市内 に住所がある 又は市内へ転入を 予定し ているこ と を 確認で き る 書類

パート ナーシッ プ 宣誓には、以下の書類が必要で す。

鹿
児
島
市
に
お
住
ま
い
の
方

転出証明書

※後日（ 原則転入予定日から 14日以内）、鹿児島市への転入を 確認するため、

　 住民票の写し をご提出いただきます。

※住民票の提出がない場合は無効となります。

鹿
児
島
市
に
転
入
予
定
の
方



10

4 . 　 宣 誓に 必 要な 書 類

③  配 偶 者 がい な いこ と を 確 認で き る 書 類

戸籍抄本、独身証明書等　（ 本籍地の市町村で取得できます）

※１ 人１ 通の提出を お願いします。

※宣誓日以前３ か月以内に発行さ れたも のに限ります。

※外国籍の方は、大使館等の公的機関が発行する婚姻要件具備証明書等に

　 日本語訳を添付して提出してく ださ い。

④  本 人 確 認 書 類

※必要書類の例示は以下のと おり

⑤  使 用を 希 望する 通 称を 日常 生 活 に お いて

　  使 用し て い る こ と が 確 認で き る 書 類

郵便物、名刺、社員証等

※通称名の使用を希望する場合のみ

１ 枚の提示で 足り る も の（ 例） ２ 枚以上の提示が必要な も の（ 例）

・ 個人番号カ ード（ マイナンバーカ ード ）

・ 旅券（ パスポート ）

・ 運転免許証

・ 顔写真付き住民基本台帳カ ード

・ 障害者手帳

・ 在留カ ード 又は特別永住者証明書

※有効期限があるも のにつ いては、有効

期限内のも のに限ります。

・ 顔写真のない住民基本台帳カ ード

・ 国民健康保険、健康保険、船員保険、

  又は介護保険の被保険者証

・ 共済組合員証

・ 国民年金手帳

※「 氏名・ 生年月日」又は「 氏名・ 住所」が

　 記載さ れた書類に限ります。

※有効期限があるも のにつ いては、有効

　 期限内のも のに限ります。
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5 . 　 受 領証等の再 交付 ・ 返 還等つ いて

受領証等の再交付・ 返還の場合も 、来庁さ れる日を 、事前に電話、FAX 又はメ ールで 予約してく ださ い。

いずれの場合も 、本人確認書類（ １０ ページ）が必要で す。

①  宣 誓 書 受 領 証 等 の再 交 付

紛失や毀損、氏名（ 通称名含む）変更などの事情により 、再交付を 希望さ れる場合、パート

ナーシッ プ 宣誓書受領証等再交付申請書（ 様式第４ ）に基づき、受領証等を再交付します。

※紛失以外の理由の場合、交付済みの受領証等は、返還していただきます。

※通称名の変更の場合は、通称名が記載さ れた郵便物など氏名の変更が確認できる

　 書類も 添付してく ださ い。

②  宣 誓 書 受 領 証 等 の返 還

次のいずれかに該当するときは、宣誓さ れたお二人又はお一人が、パート ナーシッ プ 宣誓

書受領証等返還届（ 様式第５ ）に受領証等を添えて提出してく ださ い。紛失等により 受領証

等の返還が困難な場合は添付の必要はありません。

　 ① 双方の意思により パート ナーシッ プ が解消さ れたとき

　 ② 一方が死亡したとき

　 ③ 一方又は双方が鹿児島市を 転出したとき

　 　 ※都市間相互利用に関する協定を 締結している自治体へ転出する場合は除きます。

　 　 　（ １５ ページ参照）

　 　 ※一方が転勤その他のやむを得ない事情により 、一時的に市外へ転出する場合を

　 　 　 除きます。

 　 ④ 「 ２ ．宣誓を すること ができる方」の（ ３ ）から（ ５ ）の要件を 満たさなく なったとき



様式第５（第８条及び第１１条関係） 

 

パートナーシップ宣誓書受領証等返還届 

 

鹿児島市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱（以下「要綱」という。）第８条第１項

又は第１１条第３項の規定により、パートナーシップ宣誓書受領証等を返還します。 

 

 返還の理由（いずれかに○をつけてください。(2)、(4)、(5)に該当する場合、必要事項を記入してください。） 

  (1) パートナーシップの解消 

  (2) 宣誓者の死亡 

    （亡くなった方の氏名          死亡日：    年  月  日） 

  (3) 鹿児島市からの転出 

  (4) 要綱第３条第３号又は第４号に掲げる要件に該当しなくなった。 

         （具体的な理由：                       ） 

  (5) その他  (具体的な理由：                       ) 
 

       年   月   日  
 

（宣誓者） 

 

  氏名                   氏名                 

 

（通称名               ） （通称名               ） 

 

  住所                   住所                 

 

電話番号                                電話番号                             

 

   ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ                                ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ                             

 

（代書者）                （代書者） 
 

  氏名                    氏名                 
 

  住所                      住所                 
 

  注 宣誓者の欄は自書してください。やむを得ない場合は代書が可能ですが、代書者の欄

に代書者の氏名、住所をご記入ください。 
 

 鹿児島市使用欄（ここは記載しないでください） 

  氏名                                    氏名                               

  （個人番号カード・旅券・免許証・その他）        （個人番号カード・旅券・免許証・その他） 

   返還 □宣誓書受領証           返還 □宣誓書受領証  

□宣誓書受領カード            □宣誓書受領カード 

      □紛失等                 □紛失等 

様式第４（第７条関係） 

 

パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書 

 

      年   月   日付けで交付されました、パートナーシップ宣誓書受領証等の

再交付を受けたいので、鹿児島市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱第７条第１項の

規定により申請します。 

 

再交付を希望する理由（いずれかに○をつけてください。） 

(1) 紛 失   (2) 毀 損   (3) 汚 損   (4) 氏名等の変更 

(5) その他（               ） 

 

再交付を希望するもの（希望するものに○をつけてください。） 

(1) パートナーシップ宣誓書受領証   (2) パートナーシップ宣誓書受領カード 

 

       年   月   日  

 

 （申請者） 

 

  氏名                   氏名                 

 

（通称名               ） （通称名               ） 

 

  住所                   住所                 

 

電話番号                               電話番号                            

 

   ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ                                ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ                             

 

 （代書者）                （代書者） 

 

  氏名                      氏名                 

 

  住所                      住所                 
 

注 申請者の欄は自書してください。やむを得ない場合は代書が可能ですが、代書者の欄に

代書者の氏名、住所をご記入ください。 
 

 鹿児島市使用欄（ここは記載しないでください） 

  氏名                                  氏名                                

  （個人番号カード・旅券・免許証・その他）   （個人番号カード・旅券・免許証・その他） 

12

5 . 　 受 領 証等の再 交 付 ・ 返 還 等つ いて

③  宣 誓 の無効

以下のいずれかに該当するときは、宣誓を 無効とします。

　 ①宣誓者がパート ナーシッ プを 形成する意思を 有しないとき

　 ②パート ナーシッ プ 宣誓をできる方の要件に該当しなく なったとき

④  交 付 番 号 の公 表

受領証等が返還又は宣誓が無効となっ た場合、受領証等の交付番号を鹿児島市のホーム

ページ上に公表します。

再交付申請 書 返還届
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6 . 　 利用可 能な サービ ス

耕作証明願申請

農地台帳閲覧及び

交付特例申請

農業委員会事務局

TEL： 0 9 9 -2 1 6 -1 4 6 6
不要 不要

● 耕作証明願について、農地台帳に登載さ れた世帯員であれば続柄に関わらず申請可能

● 受領証等の確認で円滑に利用可能

市 の制 度やサー ビ ス

制度・ サービ ス 名

軽費老人ホーム谷山荘

管理運営事業

● 谷山福祉部福祉課

TEL： 0 9 9 -2 6 9 -2 1 4 5

● 軽費老人ホーム谷山荘

TEL： 0 9 9 -2 6 7 -1 3 9 6

必要 必要

制度内容・ 注意点 お 問い 合わせ先宣誓 提示

● 市内に住む6 0 歳以上の高齢者で自炊ができる 所得税非課税の方等について安価な住居の

提供を実施

● 一方が上記要件を 満たしていれば、受領証の確認により 、１ 年以上の同居要件を 満たしてい

なく ても２ 人部屋のへの入居申込みが可能（ 別途所得要件等あり ）

市営住宅入居申込
(公財)県住宅・ 建築総合センタ ー

（ 通称： 住宅センタ ー）

TEL： 0 9 9 -8 0 8 -7 5 0 2

必要 必要● パート ナーシップ 宣誓制度に基づき 宣誓し た人も 市営住宅への入居申込可能

【 市電・ 市バス】

環境（ エコ ）定期券割引

交通局総合企画課

TEL： 0 9 9 -2 5 7 -2 1 0 2必要 不要

● 土曜日、日曜日、祝日等に通勤定期券等所持者及び同乗者の運賃割引を行う 制度

※定期券所持者と 親族等（ 配属者及び2 親等以内の親族、婚姻の届出をし ないが事実上婚姻

関係と 同様の事情にある 者及びその子又は市長がパート ナーシップ 宣誓書受領証を 交付し

た者及びその子）合わせて５ 人以内

● 割引後の運賃（ １ 回の乗車につき ）

　 大人： 1 0 0 円　 /　 子供： 5 0 円

● 降車時に、環境（ エコ ）定期券の利用及び通勤定期券等所持者の同乗者である旨を 申し 出

ること で割引適用

市立病院での手術同意等
鹿児島市立病院医事情報課

TEL： 0 9 9 -2 3 0 -7 0 2 1
不要 不要● 聞き 取り 等により 病状説明の同席や手術同意などについて、続柄に関わら 柔軟に対応

救急車の利用（ 同乗）
消防局救急課

TEL： 0 9 9 -2 2 2 -0 2 4 0
不要 不要● 救急車の同乗について、パート ナーであること を理由とし た制限なし

救急車搬送証明書発行
消防局救急課

TEL： 0 9 9 -2 2 2 -0 2 4 0
不要 不要● 本人または同一世帯以外の者が代理人と して申請する場合、委任状、身分証明書が必要

り 災（ 届出）証明申請（ 火災）
消防局予防課

TEL： 0 9 9 -2 2 2 -0 9 7 0
不要 不要● 本人または同一世帯以外の人が申請する 場合、委任状、その他の書類が必要な 場合あり

国民健康保険制度

市民局市民文化部

国民健康保険課

TEL： 0 9 9 -2 1 6 -1 2 2 8

不要 不要● 住民票上同一世帯であれば、同一世帯の国民健康保険被保険者と なる

り 災証明書 /

り 災届出証明書

（ 火災以外）

総務局税務部資産税課

TEL： 0 9 9 -2 1 6 -1 1 7 9
不要 不要

● 災害による 住家の被害程度等を 証明するもの

● 住民票上同一世帯であれば委任状省略で申請・ 受領が可能

● 同一世帯以外の代理人が申請する場合は、委任状が必要

● 身分証明書（ 本人以外の代理人が申請する 場合は代理人の身分証明書）のほか、申請内容

によって被害状況が分かる写真等が必要

農業委員会事務局

TEL： 0 9 9 -2 1 6 -1 4 6 6
不要 不要

● 農地台帳閲覧及び交付特例申請について、農地台帳に搭載さ れた世帯員であれば続柄に

関わらず申請可能

● 受領証等の確認で円滑に利用可能

パート ナーからの暴力（ DV）

についての相談

サンエールかごし ま相談室

（ 配偶者暴力相談支援センタ ー）

TEL： 0 9 9 -8 1 3 -0 8 5 3

不要 不要

● パート ナーから の暴力については、性別等に関わり なく 対応（ 性的少数者の方から の相談も

お受けし ます）

● 暴力は身体的暴力だけでなく 、精神的、経済的、性的暴力など多岐にわたり ます

生活保護申請

● 生活保護相談窓口

TEL： 0 9 9 -2 1 6 -1 4 9 5

● 谷山福祉保護課

TEL： 0 9 9 -2 6 9 -2 1 4 7

● 伊敷福祉課保護係

TEL： 0 9 9 -2 2 9 -2 1 1 2

● 吉野福祉課保護係

TEL： 0 9 9 -２ ４ ４ -7 3 8 0

不要 不要● 生計同一の場合は、性別等に関わり なく 同一世帯と して生活保護申請可能

※各行政サービスを受けるためには、それぞれの要件を 満たす必要があります

令和４ 年３ 月１ 日現在

 

 

 

 

 

 

 

備考 

寸法は、縦５４ミリメートル、横８５ミリメートルとする。 

 

パートナー 

氏名 

戸籍上の氏名（通称名を使用の場合） 

本人 

氏名 

続柄に関わらず柔軟に対応



14

6 . 　 利用 可 能な サービ ス

民 間 事 業 者の制 度やサービ ス

・ 住宅ローン審査におけるパート ナーと の収入合算

 （ 鹿児島銀行、南日本銀行、鹿児島信用金庫、鹿児島相互信用金庫など）

・ 映画のペア割（ 一方が５０ 歳以上）（ 鹿児島ミ ッ テ１０・ 天文館シネマ パラダイス・ ガーデンズシネマ）

その他にも 、携帯電話の家族割、航空会社のマイレージ特典の家族利用、生命保険の受取り など サービ

スを 提供している事業者があります。

民間事業者の手続きについては、受領証等の提示以外に要件がある場合がありますので、詳細はサービ

ス提供事業者にお問い合わせく ださ い。

今後、利用できる行政サービスについて拡大を 図るほか、様々な民間事業者等の皆様に制度の趣旨をご

理解いただき利用できるサービスが広がっていく よう 周知啓発に努めてまいります。
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7. 　 都市 間相 互利用に つ いて

鹿児島市と パート ナーシッ プ 宣誓制度を実施している自治体が協定を締結すること で、宣誓者が両自治体

間で住所の異動をする場合の手続きを簡素化し 、当事者の精神的・ 経済的負担の軽減を図る取組です。

鹿児島市から 協定を 締結している自治体に転出する場合は、鹿児島市へパート ナーシッ プ 宣誓書受領

証等継続使用申請書（ 様式第６ ）を 提出すること により 、転出先にお いて本市が交付し た受領証等を 継

続使用すること ができます。

※一部の自治体（ 例： 指宿市）で 手続きが異なります。

【 都市間相互利用に関する協定締結自治体】

○福岡市　 ○北九州市　 ○熊本市　 ○指宿市　

※指宿市へ転出する場合は指宿市で「（ ※）申告」を 行い、指宿市から 改めて受領証等が交付さ れます。

　（ 鹿児島市交付の受領証等は鹿児島市へ返還）

（ ※）申告 鹿児島市において宣誓書受領証等の交付を 受けたこと を 指宿市に申し 出ること 。

  指宿市が改めて受領証等を 交付します。宣誓と 異なり 、戸籍抄本など 独身で あること  

  の証明の提出が不要と なります。

様式第６（第１１条関係） 

 

パートナーシップ宣誓書受領証等継続使用申請書 

 

 鹿児島市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱第１１条第１項の規定により、受領証

等の継続使用を申請します。 

なお、本申請書（写し）を転出先自治体へ提供することに同意します。 

 

       年  月  日 

 

（新住所（転出先住所））           （新住所（転出先住所）） 

 

住所                     住所                  

 

（申請者）                   

 

住所                     住所                  

 

氏名                     氏名                  

 

電話番号                                 電話番号                             

 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ                                 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ                             

 

（代書者）                   （代書者） 

住所                     住所                  

 

氏名                     氏名                  

 

注 

 １ ２名分の受領済みの鹿児島市パートナーシップ宣誓書受領証等の写し及び本人確認がで

きる書類の写しを添付して提出してください。 

 ２ 申請者の欄は自書してください。やむを得ない場合は代書が可能ですが、代書者の欄に

代書者の氏名、住所をご記入ください。 

 

 鹿児島市使用欄（ここは記載しないでください） 

受理日            送付日            受領証№．第   号 

  氏名                                    氏名                               

  （個人番号カード・旅券・免許証・その他）        （個人番号カード・旅券・免許証・その他） 

パート ナ ーシッ プ 宣 誓書受領証等継続使用申請書

都市間相互利用のイメ ー ジ 図

宣誓者 ③転出

①継続使用申請

②情報提供

④継続使用

宣誓し た自治体

転出先の自治体

○福岡県古賀市 〇日置市〇福岡市 〇北九州市 〇熊本市 〇指宿市 〇福岡県古賀市 〇日置市 〇出水市 〇鹿屋市
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8 . 　 よ く ある 質問

Q １  鹿児 島 市 パート ナ ー シ ッ プ 宣誓 制 度は、婚 姻制 度と ど う 違う ので す か？

婚姻は民法に定める法律行為で あり 、相続権や扶養義務など法律上の権利や義務が発生します。一方、

鹿児島市が行う パート ナーシッ プ 宣誓制度は、要綱（ 市の内部規定）に基づき実施するも のであり 、法律上

の効果は発生しません。

こ の制度は、一方又は双方が性的少数者で あるお二人が、互いを 人生のパート ナーとして、日常生活に

おいて、相互に責任をもって協力し 合う こと の宣誓を 受けて、受領証等を交付すること により 、性的少数者

の方々の自分らし い生き方を応援するものです。

Q 2  パート ナ ーと 法的な 関係を 築く に はど のよ う な 方法 があり ま す か？

婚姻に類似し た法的関係性を 築く 手続きとして、公正証書により 、任意後見契約、合意契約等を 結ぶ方法

があります。

Q 3  同 居 し て い な いと 宣誓で き な い ので し ょ う か？

必ずしも 同居している必要はありません。ただし 、お互いを 人生のパート ナーとして、日常生活において、

相互に責任をもって協力し 合う ことを約し た関係であること が必要です。

Q 4  宣 誓 は、同 性カ ッ プ ルし かで き ま せん か？

宣誓は、同性カッ プルに限定していません。ト ランスジェンダーやバイセクシュアルなどで異性間のカッ プ

ルであっても 、要件を満たしていれば宣誓すること ができます。

Q 5  事 実 婚 のカ ッ プ ルも 対 象に な り ま す か？

宣誓すること はできません。こ の制度は、市総合計画や人権教育・ 啓発基本計画に基づき、性的少数者の

方々の支援の一環として導入することとし たも のです。事実婚につきましては、住民票で 妻（ 未届）と 記載

すること ができxxるなど、社会的に双方の関係性を証明する手立てがあるととも に、公営住宅に入居でき

るほか、健康保険の被扶養者になれるなど、一定の権利が保障さ れており 、性的少数者の方々のおかれ

ている状況等は異なるも のと 考え、こ の制度の対象に含めていないところです。



17

8 . 　 よ く あ る 質 問

Q ６  通 称 名 を 使用で き ま す か？

使用すること ができます。通称名の使用を希望する場合は、日常生活において通称名を使用していること

が確認できる書類（ 郵便物、名刺、社員証など）を宣誓時に提示してく ださ い。

通称名を 使用し た場合、「 パート ナーシッ プ 宣誓書受領証」と「 パート ナーシッ プ 宣誓書受領カ ード 」の

裏面に戸籍上の氏名を記載します。

Q ７  宣 誓に 費 用はかかり ま すか？

宣誓（「 パート ナーシッ プ 宣誓書受領書」及び「 パート ナーシッ プ 宣誓書受領カ ード 」の交付含む）に費用

は掛かりません。ただし 、宣誓時に提出していただく 必要書類の交付手数料などは自己負担になります。

Q ８  外 国 籍 の場 合も 宣 誓で き ま す か？

外国籍の方も 宣誓を 行う こと ができます。外国籍の方の場合には、宣誓に必要な書類として、大使館又は

領事館が発行する婚姻要件具備証明書（ 宣誓日以前３ か月以内に発行さ れたも の）など独身で あること

が確認できる書類に、日本語訳を添えて提出してく ださ い。

Ｑ ９  成 り すま し や偽 造 等の悪用さ れる こ と はな いで し ょ う か？

宣誓を する際には、独身であること を 証明する書類（ 戸籍抄本、独身証明書等）の提出と 本人確認を 行う

ための身分証明書の提示を求めることで、なり すまし 等の悪用を 防止します。

また、宣誓の要件に該当し ないこと が判明し た場合等は、当該パート ナーシッ プ を 無効とし 、受領証及び

受領カ ード の返還を求めるととも に無効となっ た受領証等の交付番号を鹿児島市のホームページ上に公

表します。

Ｑ 1 0 　 鹿 児 島 市 民で はな いと 宣 誓で き ま せん か？

鹿児島市内へ転入を 予定している方で あれば、宣誓できますが、転入予定であること を確認するため転

出証明書の提示が必要です。

また、市内に転入後（ 原則転入予定日から１４ 日以内）に住民票の写し の提出が必要で す。
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Ｑ 1 1 　 市 外 に 転出する 場 合 、 受 領 証 等を 返 還する 必 要 があり ま す か？

一方または双方が鹿児島市外（ 都市間相互利用に関する協定締結をしている自治体を 除く ）に転出さ れ

る場合は、交付し た受領証等を返還していただきます。

ただし 、一方が転勤その他やむを 得ない事情により 、一時的に市外へ転出する場合を 除きます。詳しく は

人権推進課にお問い合わせく ださ い。

Ｑ 1 3 　 鹿 児 島 市 内 間 の住 所 変 更 は届け 出を 行う 必 要があり ま す か？

鹿児島市内間の転居の場合は届け出の必要はありません。

Ｑ 1 4 　 養 子 縁 組を し て い る 場 合 宣 誓で き ま せん か？

パート ナーシッ プ の関係に基づく 養子縁組の場合は宣誓することができますので、事前にご相談く ださ い。

Ｑ 1 5 　 宣 誓 制 度の利用に 際し 、 プ ラ イ バシ ー は 守ら れま す か？

希望に応じて個室で対応するなどプライバシーに配慮いたします。また、提出いただく 必要書類や記載さ れ

ている内容等の個人情報等については、本人の同意なく 外部に情報提供すること はありません。

Ｑ 1 6 　 代 理や郵 送で 宣 誓で き ま すか？

代理や郵送での宣誓はできません。職員立会の下、本人確認のう え、宣誓する必要があります。必ず、宣誓

するお二人でそろって窓口にお越しく ださ い。

ただし 、病気等の事情により お二人で窓口に来ら れない場合はご相談く ださ い。

Ｑ 1 2 　 本 市 から 都 市 間 相 互 利用に 関する 協 定を 締 結し て い る 自治 体 へ

　 　 　  転 出する 場 合 に は、 ど う す れ ばよ いで す か？

本市へパート ナーシッ プ 宣誓書受領証等継続使用申請書（ 様式第６ ）を 提出すること で 、転出先でも 引き

続き鹿児島市が発行し た宣誓書受領証等を 使用すること ができます。ただし 、一部自治体（ 例： 指宿市）

で、手続きが異なりますので詳しく は人権推進課にお問い合わせく ださ い。（ ※P.１５ 参照）

8 . 　 よ く あ る 質 問
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Ｑ 1 7 　 自書で き な い 場 合は、 代 筆し て も ら う こ と は可 能で すか？

宣誓書に自書すること ができない場合は、代筆が可能です。

Ｑ 1 9 　 受 領 証 等は即日交 付さ れま す か？

書類等に不備がなく 、要件に適合していると 認めら れる場合は、原則、即日交付いたします。なお、内容確

認等のために１ 時間程度お時間を いただきます。

Ｑ 2 0 　 平日以 外の 希望する 日や時 間に 宣 誓で き ま すか？

宣誓ができるのは、原則平日（ 年末年始除く ）の午前８ 時３０ 分から 午後５ 時です。ただし 、特段の事情によ

り 、上記の日時での宣誓が難し い場合は、人権推進課までご 相談く ださ い。

Ｑ 2 1 　 宣 誓 のた め の書 類はど こ で 入 手で き ま すか？

人権推進課又は鹿児島市ホームページで 入手できます。

Ｑ 2 2 　 宣 誓を する こ と で ど のよ う な サービ ス 等が 受けら れる ので すか？

鹿児島市の一部の手続きやサービス等について、宣誓をさ れた方が利用可能になるも のや手続きが円

滑に行われるも のがあります。

また、民間事業者の中にも 、一定の要件を 満たしていれば、受領証等を 提示すること で 受けら れるサービ

ス等に対応している事業者があります。（ ※P.１３ 参照）

今後、利用できる行政サービスについて拡大を 図るほか、様々な民間事業者等の皆様に制度の趣旨をご

理解いただき利用できるサービスが広がっていく よう 周知啓発に努めてまいります。

Ｑ 1 8 　 宣 誓で き な い 「 近 親 者 」 と はど のよ う な 範 囲で す か？

● 直系血族又は三親等内の傍系血族の間（ 民法第７３４ 条）

　  祖父母、父母、子、孫、兄弟姉妹、伯父伯母、叔父叔母、甥姪等

● 直系姻族の間（ 民法第７３５ 条）

 　 子の配偶者、配偶者の父母、祖父母等

● 養子、その配偶者、直系卑属又はその配偶者と 養親又はその直系卑属と の間（ 民法第７３６ 条）

　  （ ただし 、養子縁組をしている又はしていた場合を除きます。）

8 . 　 よ く あ る 質 問
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9 . 　 参 考資料 （ 要 綱）

鹿 児島 市パート ナ ーシ ッ プ の宣誓の取 扱い に 関する 要 綱（ 本文のみ）

（ 趣旨）

第１ 条　 こ の要綱は、人権尊重社会の実現を目指す鹿児島市人権教育・ 啓発基本計画に基づき、市民一

人ひとり の人権や多様性が尊重さ れ、誰も が安心して暮らしていける鹿児島市を 実現するため、パート

ナーシッ プ の宣誓に係る取扱いについて、必要な事項を定めるも のと する。

（ 定義）

第２ 条　 こ の要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ による。

　 (1)  パート ナーシッ プ 　 互いを人生のパート ナーとして、日常生活において相互に責任をもって協力し

　 　 　 合う こと を 約束し た一方又は双方が性的少数者（ 性的指向が異性愛のみではない者又は性自認

　 　 　 が出生時に割り 当てら れた性別と 異なる者をいう 。）である２ 人（ 外国籍である者を 含む。）の関係

　 　 　 を いう 。

　 (2 )  宣誓　 パート ナーシッ プ を 形成している者同士が、市長に対し 、双方が互いのパート ナーで あるこ

　 　 　 とを誓う ことを いう 。

（ 宣誓の要件）

第３ 条　 宣誓をしよう と する者は、次の各号のいずれにも 該当する者と する。

　 (1 )  パート ナーシッ プ を 形成している双方（ 以下「 双方」と いう 。）が民法（ 明治２９ 年法律第８９ 号）に規

　 　 　 定する成年に達していること 。

　 (2)  次のいずれかに該当すること 。

ア　 双方が鹿児島市（ 以下「 本市」と いう 。）に住所を有していること 。

イ　 パート ナーシッ プ を 形成している者のう ち の一方（ 以下「 一方」と いう 。）が本市に住所を 有し 、かつ、

　 　 他の一方が本市に宣誓し た日から 原則として１４ 日以内に本市への転入を 予定していること 。

ウ　 双方が本市に宣誓し た日から 原則として１４ 日以内に本市への転入を予定していること 。

　 (3)  双方に配偶者（ 事実上の婚姻関係にある者を 含む。）がいないこと 及び宣誓をしよう と する相手以

　 　 　 外の者と パート ナーシッ プ がないこと 。

　 (4 )  双方の関係が民法第７３４ 条から 第７３６ 条までに規定する婚姻を すること ができないとさ れている

　 　 　 者同士の関係（ パート ナーシッ プ に基づき養子縁組をしていること 又は養子縁組をしていたこと に

　 　 　 より 当該関係に該当する場合を除く 。）にないこと 。

（ 宣誓の方法）

第４ 条　 宣誓をしよう と する者は、双方が揃って本市職員の面前においてパート ナーシッ プ 宣誓書（ 様式

第１ 。以下「 宣誓書」と いう 。）に自ら 記入し 、次に掲げる書類を添付して市長に提出するも のと する。こ の場

合において、当該宣誓をしよう と する者の一方又は双方が自ら 宣誓書に記入すること ができないと 市長

が認めるときは、こ れを代書さ せること ができる（ 第７ 条、第８ 条及び第１１ 条において同じ 。）。

　 (1)  住民票の写し（ 本市への転入を予定している場合は、その事実が確認できる書類）

　 (2)  婚姻していないことを証明する書類
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２ 　 市長は、前項の規定により 宣誓書を 提出し た者の本人確認のため、次に掲げる書類のいずれかの提

示を求めるも のと する。

　 (1)  個人番号カ ード

　 (2)  旅券

　 (3)  運転免許証

　 (4)  前３ 号に掲げるも ののほか官公署が発行し た免許証、許可証、登録証明書その他こ れら に類する

　 　 　 も ので、本人の顔写真が貼付さ れたも の

　 (5)  前各号に掲げるも ののほか市長が相当と 認める書類

３ 　 第１ 項の規定により 宣誓を 行っ た者が本市に住所を 有し ない場合は、宣誓書裏面の確認書に記入し

た転入を 予定している日から１４ 日以内に、本市住所が記載さ れた住民票の写しを 市長に提出するも のと

する。ただし 、やむを得ない理由により 当該期間内に当該書類を提出すること が困難な場合には、その旨

を 市長に申し 出るも のと する。

（ 通称名の使用）

第５ 条　 宣誓をしよう と する者は、性別違和その他市長が特に理由があると 認める場合は、宣誓におい

て、氏名と 併せて通称名を使用すること ができる。

２ 　 前項により 通称名の使用を 希望する場合は、日常生活において当該通称名を 使用していること が確

認できる書類、郵便物等を宣誓時に提示するも のと する。

（ 受領証等の交付）

第６ 条　 市長は、第４ 条の規定により 宣誓をし た者（ 以下「 宣誓者」と いう 。）が第３ 条に定める要件を満た

していると 認めるときは、当該宣誓者に対し 、パート ナーシッ プ 宣誓書受領証（ 様式第２（ その１ 、その２ 又

はその３ ））及びパート ナーシッ プ 宣誓書受領カ ード（ 様式第３（ その１ 、その２ 又はその３ ））（ 以下「 受領証

等」と いう 。）並びに宣誓書の写しを交付する。

（ 受領証等の再交付）

第７ 条　 前条の規定により 受領証等の交付を 受けた者は、当該受領証等を 紛失し 、毀損し 、若しく は汚損

し たとき又は氏名等の変更があっ たときは、市長に対し 、パート ナーシッ プ 宣誓書受領証等再交付申請書

（ 様式第４ 。以下「 再交付申請書」と いう 。）を 提出し 、受領証等の再交付を 受けること ができる。こ の場合

において、受領証等の毀損又は汚損に係る再交付にあっては既に交付し た受領証等を 、氏名等の変更に

係る再交付にあっては既に交付し た受領証等及び変更内容の分かる書類を当該申請書に添付し なけれ

ばなら ない。

２ 　 市長は、受領証等の再交付を 受けよう と する者が、前項の規定による提出を するときは、第４ 条第２ 項

各号に掲げる書類のいずれかの提示又は提出を 求めるも のと する。

３ 　 第１ 項の規定により 受領証等の再交付を受けた者は、紛失し た受領証等を発見し たときは、速やかに

発見し た受領証等を市長に返還し なければなら ない。

9 . 　 参 考 資料 （ 要 綱）
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（ 受領証等の返還）

第８ 条　 宣誓者は、次の各号のいずれかに該当するときは、パート ナーシッ プ 宣誓書受領証等返還届（ 様

式第５ 。以下「 返還届」と いう 。）に受領証等を 添えて、市長に届け出なければなら ない。ただし 、紛失等に

より 受領証等の返還が困難である場合は、受領証等の添付を要しない。

　 (1)  双方の意思により パート ナーシッ プ が解消さ れたとき。

　 (2)  一方が死亡し たとき。

　 (3)  一方又は双方が本市から 転出し たと き（ 第１１ 条第１ 項に規定するパート ナーシッ プ 宣誓書受領証

　 　 　 等継続使用申請書を提出する場合又は一方が転勤その他のやむを得ない事情により 一時的に転

　 　 　 出する場合を除く 。）

　 (4)  第３ 条第３ 号又は第４ 号に掲げる要件に該当し なく なっ たとき。

２ 　 市長は、宣誓者が前項の規定による届出をするときは、第４ 条第２ 項各号に掲げる書類のいずれかの

提示又は提出を求めるも のと する。

　（ 宣誓の無効）

第９ 条　 宣誓は、次に掲げる場合には無効と する。

　 (1)  宣誓者がパート ナーシッ プ を 形成する意思を有し ないとき。

　 (2 )  第３ 条第２ 号から 第４ 号まで に掲げる要件のいずれかに該当し なく なっ たとき。こ の場合において

　 　 　 は、要件に該当しなく なっ た時点以降に限り 無効と する。

２ 　 市長は、前項の規定により 宣誓が無効と なっ たときは、宣誓者に、交付し た受領証等について前条の

　 　 規定の例により 返還を求めるも のと する。ただし 、返還を求めること ができない場合は、こ の限り でな

　 　 い。

　（ 交付番号の公表）

第１０ 条　 市長は、第８ 条の規定により 返還届が提出さ れた場合、又は前条の規定により 宣誓が無効と

なっ た場合は、受領証等の交付番号（ 受領証等ごと に付与さ れた番号をいう 。）を公表すること ができる。

　（ 地方公共団体間での相互利用）

第１１ 条　 宣誓者が、本市と パート ナーシッ プ 宣誓制度の相互利用に関する協定（ 以下「 協定」と いう 。）を

締結している地方公共団体に転出する場合であって、パート ナーシッ プ 宣誓書受領証等継続使用申請書

（ 様式第６ 。以下「 継続使用申請書」と いう 。）を提出し たときは、継続して本市が交付し た受領証等を 使用

すること ができる。ただし 、転出先の地方公共団体において、本市が交付し た受領証等を継続して使用す

ること が認めら れない場合は、こ の限り でない。

２ 　 本市と 協定を 締結している地方公共団体から 本市に転入し た者は、当該地方公共団体が交付し た受

領証等（ 転入元の地方公共団体において継続使用の手続がさ れたも のに限る。）を本市において継続し

て使用すること ができる。

9 . 　 参 考 資料 （ 要 綱）
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３ 　 第１ 項の規定により 継続して受領証等を 使用している者が、第８ 条第１ 号、第２ 号若しく は第４ 号に該

当し た場合又は本市と 協定を 締結していな い地方公共団体に転出し た場合は、返還届に当該受領証等

を 添えて、本市に返還するも のと する。

４ 　 第２ 項の規定により 継続して受領証等を 使用している者が、第８ 条第１ 号、第２ 号若しく は第４ 号に該

当し た場合又は当該受領証等を交付し た地方公共団体と 協定を締結していない地方公共団体に本市か

ら 転出し た場合は、本市又は転出先の地方公共団体において当該受領証等を継続して使用すること がで

きないも のと する。

５ 　 第１ 項の規定により 継続して使用している本市が交付し た受領証等の再交付については、第７ 条の規

定を準用する。

（ 周知啓発）

第１２ 条　 市長は、パート ナーシッ プ 宣誓制度の趣旨が十分に理解さ れ、公平かつ適切な対応が行われ

るよう 、市民や事業者への周知啓発に努めるも のと する。

（ その他）

第１３ 条　 こ の要綱に定めるも ののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

付　 則

こ の要綱は、令和４ 年１ 月１ 日から 施行する。

9 . 　 参 考 資料 （ 要 綱）



24

10 . 　 参 考資 料（ 相 談窓口）

〇 不当な 差別 、いじ め 、暴力に 関する 相 談

鹿児島地方法務局（ 面接または電話相談）

窓口名称

全 国 共 通 人 権 相 談ダイ ヤル

女 性の人 権ホッ ト ラ イ ン

子ど も の人 権１ １ ０ 番

0 5 7 0 -0 0 3 -1 1 0
毎週 月～金曜日

8： 3 0 ～1 7： 1 5
0 5 7 0 -0 7 0 -8 1 0

0 1 2 0 -0 0 7 -1 1 0

電話番号 相談日時

〇 性的 指向・ 性自認に 関 連する 労 働 問題

パワーハラスメ ント を含めたいじ め、いやがら せに関する相談

鹿児島労働局（ 面接または電話相談）

相談場所

総 合 労 働 相 談コ ー ナ ー 2 ２ ３ -８ ２ ３ ９ 毎 週  月～ 金 曜日　 8： 3 0 ～ 1 7： 1 5

電話番号 相談日時

〇 配偶 者やパート ナ ー から の暴力な ど に 関する 相談

鹿児島市（ 面接または電話相談）

相談場所

サン エ ールかごし ま 相談室

（ 配偶者暴力相談支援セン タ ー ）
8 1 3 -0 8 5 3

毎 週  火・ 木 ～日曜日　 1 0： 0 0 ～ 1 7： 0 0

毎 週  水 曜 日　 1 0： 0 0 ～ 2 0： 0 0

祝日　 1 0： 0 0 ～ 1 7： 0 0

電話番号 相談日時

〇う つ 病な ど の精 神的な 病 気や認 知症・ ひき こ も り・

　 ア ルコ ー ルやギャ ン ブ ル・ 薬 物な ど の依 存症 、こ こ ろ の健 康に 関する 相談

鹿児島市（ 面接または電話相談）

相談種別

精 神 保 健 福 祉 相 談 ８ ０ ３ -６ ９ ２ ９ 毎 週  月～ 金 曜日　 8： 3 0 ～ 1 7： 1 5

電話番号 相談日時

〇 性別の違 和や同 性 愛な ど に 関する 相 談

一般財団法人　 社会的包摂サポート センタ ー（ 電話またはSNSによる相談）

相談窓口名称

より そい ホッ ト ラ イ ン

困り ごと 情報提供

（ チャ ッ ト 相談）

0 1 2 0 -2 7 9 -3 3 8
2 4 時間  3 6 5 日

h t t p s : //c o m a r i g o t o . j p

電話番号・ U R L 相談日時

毎週 水・ 金・ 日曜日

1 6： 0 0 ～2 2： 0 0

性 的 少 数 者の 専 門 回 線 あり

音 声 ガ イ ダ ン ス に 従っ て 相 談 内容 を 選 択

https://comarigoto.jp
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10 . 　 参 考 資 料（ 相 談窓 口）

〇 学校で のいじ め 等に 関する 相談

鹿児島市教育委員会（ 面接又は電話相談）

● 生涯学習プラ ザ （ 火～日曜日）９：３０ ～１７：３０

● １４ 地域公民館 （ 月～金曜日）9： 30～16： 00 / （ 土曜日）9： 00～12： 00

でも 家庭教育相談を実施しております。

相談場所

教育相談室

いじ め電話相談

～心のダイ ヤル～

2 2 6 -1 3 4 5

（ 教育全般）

2 2 4 -1 1 7 9

（ いじ め相談）

毎 週  月～ 金 曜日　 9： 3 0 ～ 1 7： 0 0

毎 週  土 曜 日　 9： 0 0 ～ 1 2： 0 0

毎 週  月～ 金 曜日　 9： 3 0 ～ 1 7： 0 0

毎 週  土 曜 日　 9： 0 0 ～ 1 2： 0 0

電話番号 相談日時
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